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資料２－13－２ 

 
長期修繕計画に基づく更新等業務の実施要領 

 

 

ＳＰＣは、事業契約書等及び業務要求水準書の規定によるほか、本実施要領の定めるところに従い、長期修

繕計画に基づく更新等業務を実施する。 

 

１．共通（設計、改修・修繕及び監理業務） 

 ① ＳＰＣは、国土交通省告示98号（平成31年１月21日）による設計業務を本実施要領、業務要求水準

書及び事業提案書に従い実施する。 

 ② ＳＰＣは、基本検討着手時に、管理技術者及び主任担当技術者を決定し、参議院に通知するとともに

確認を受ける。なお、当該管理技術者及び主任技術者については実施設計完了までの間、病気、死亡、

退職等の特別なやむを得ない場合を除き、原則として変更を認めない。 

 ③ ＳＰＣは、基本検討の着手日から設計業務の完了日に至るまで、管理技術者及び各主任技術者に設計

業務を管理させ、要求水準を達成していることを確認する。 

 ④ ＳＰＣは、業務要求水準書の内容に従って、参議院と協議の上、長期修繕計画に基づく更新等業務の

うち、設計及び改修・修繕の完了までの工程を示した表（以下「設計・作業工程表」という。）を作成

し、参議院に提出し、基本検討に着手する日の前日までに参議院の確認を受ける。 

 ⑤ 参議院は、設計・作業工程表をＳＰＣから受領した場合には、速やかに当該設計・作業工程表が本実

施要領に従っていること及び当該設計・作業工程表が業務要求水準書の内容を充足していることの確認

を行う。  

⑥ ⑤に従って、当該設計・作業工程表が業務要求水準書の内容を充足しないことが判明した場合は、Ｓ

ＰＣは、自らの責任及び費用で、速やかに当該設計・作業工程表の修正を行い、再度④及び⑤に従って、

参議院の確認を受ける。 

⑦ 参議院は、ＳＰＣと協議の上、設計・作業工程表を変更させることができる。 

 

 

２． 設計業務 

（１）設計業務の実施 

   ＳＰＣは、本実施要領のほか、業務要求水準書及び同添付資料に従って長期修繕計画に基づく更新等業務

における設計業務を行う。 

 

（２）設計図書の作成及び提出 

① ＳＰＣは、基本検討の完了前に、改修・修繕内容について参議院と協議する。 

② 参議院は、基本検討書等の内容が、業務要求水準書及び事業提案書に適合するか否かを確認し、基本検

討図書等の内容が、本実施要領並びに業務要求水準書及び事業提案書に適合しないと認めるときは、ＳＰ

Ｃに是正を求めることができる。 

③ ＳＰＣは、改修・修繕の実施設計の全部又は一部について完了したと判断するときは、別紙ａ記載の実

施設計図書その他関係資料（以下「実施設計図書等」という。）を添えて、参議院に提出し実施設計図書

等の内容が、本実施要領並びに業務要求水準及び事業提案書に適合することの確認を受ける。 

④ 参議院は当該実施設計図書等の内容が、本実施要領並びに業務要求水準書及び事業提案書に適合する

か否かを確認し、その内容が、本実施要領並びに業務要求水準書及び事業提案書に適合しないと認めると

きは、ＳＰＣに是正を求めることができる。 

⑤ ＳＰＣは、長期修繕計画に基づく更新等業務における改修・修繕を行ったときには、完成図等を更新し

て、参議院に提出し、確認を受ける。 

⑥ ＳＰＣは、国有財産台帳付属図書の調整に係る資料及び竣工図の作成を行い、これを参議院に提出し、

確認を受ける。 
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（３）建築確認申請に関する説明及び報告 

   ＳＰＣは、「建築基準法」（昭和25年法律第201号）第87条の２に定める建築設備の準用に関する申請を

行う前に、参議院に対して建築確認申請書の副本の写しを添えて書面による事前説明を行う。また、ＳＰＣ

は、参議院に対して建築確認済証の写しを添えて、書面による事後報告を行う。 

 

 

３．改修・修繕 

（１）改修・修繕の実施 

① ＳＰＣは、本実施要領のほか、業務要求水準書及び同添付資料並びに事業提案書に基づき、長期修繕計

画に基づく更新等業務における改修・修繕を行う。 

② ＳＰＣは、２．（２）①の規定に従って実施設計図書等を参議院に対して提出し、必要な手続等を終了す

るまでは、改修・修繕に着手しない。 

③ ＳＰＣは、改修・修繕に着手しようとするときは、あらかじめ参議院に作業着手届を提出し、確認を受

ける。 

④ ＳＰＣは、改修・修繕の着手前に、建設業法26条に定める監理技術者又は主任技術者を設置し、参議院

に通知するとともに確認を受ける。なお、当該監理技術者及び主任技術者については、当該改修・修繕が完

了するまでの間（各工区、各作業分野、各作業種目を分離して作業を分担する場合には、当該部分に限る。）、

病気、死亡、退職等の特別なやむを得ない場合を除き、原則として変更を認めない。 

⑤ ＳＰＣは、各改修・修繕の着手前に、監理技術者又は主任技術者に作業概要書を参議院と協議の上作成

させ、参議院に提出する。 

⑥ ＳＰＣは、改修・修繕に着手する前に、業務要求水準書の内容に従って、実施工程表を作成し、参議院

に提出する。 

⑦ ＳＰＣは、改修・修繕に着手した日から完了までの間、月間工程表を作成し、当該月間工程の前月末日

までに参議院に提出する。 

⑧ ＳＰＣは、改修・修繕のうち、社会的劣化（既存不適格等）の是正作業に着手した日から完了までの間、

進捗状況報告書を毎月作成し、当該月末に参議院に提出する。 

⑨ ＳＰＣは、改修・修繕の完了後に、別紙ｂに記載する提出書類等を作成し、参議院に提出する。 

 

（２）改修・修繕における第三者の使用等 

① ＳＰＣは、建設業法第 24 条の７等に基づく施工体制台帳、施工体系図の写しを参議院へ提出するもの

とし、その内容を変更するときは、事前に参議院に提出する。 

② 参議院は、必要と認めた場合には監理技術者又は主任技術者の設置の状況、その他施工体制が施工体制

台帳の記載に合致しているかどうかの確認を行うことができる。 

③ 参議院は、選定企業が使用する再受託者又は下請負人で作業の施工又は管理につき著しく不適当と認め

られるものがあるときは、ＳＰＣに対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきこと

を請求することができる。 

  

（３）改修・修繕業務の中断 

① 参議院は、合理的に必要があると認める場合には、その理由をＳＰＣに通知した上で、長期修繕計画に

基づく更新等業務における改修・修繕の全部又は一部の実施を一時中止させることができる。 

② 参議院が改修・修繕の実施を一時中止させた場合にＳＰＣに発生する合理的な増加費用に関しては、事

業契約書に定めるところによる。 

 

（４）参議院による説明要求及び改修・修繕現場立会い等 

① ＳＰＣは、参議院から改修・修繕の実施状況等についての質問を受けた場合は、当該質問を受領した日

を含めて14日以内に、参議院に対して回答を行う。 

② 参議院は、ＳＰＣからの回答に合理性が無いと認めた場合その他の作業状況に疑義がある場合において、

必要があると判断したときは、随時、作業状況を実地にて確認を行うことができる。 
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（５）作業完了にかかる許認可等の取得 

① ＳＰＣは、作業完了に伴い必要となる一切の申請及び届出を行うものとする。 

② ＳＰＣは、建築確認申請に関しては、検査済証の交付を受け、その原本を参議院に提出する。 

 

（６）ＳＰＣによる検査 

① ＳＰＣは、各改修・修繕の完了ごとにＳＰＣが合理的に必要又は適切と判断する検査（以下、「検査」と

いう。）をそれぞれ行う。 

② 参議院は、各検査に立会うことができ、この場合、ＳＰＣは参議院による当該立会を拒否できない。 

③ ＳＰＣは、検査において、長期修繕計画に基づく更新等業務における改修・修繕に係る業務要求水準書

等、事業提案書及び実施設計図書等に従い、要求水準が達成されているか否かについて検査し、参議院に

報告する。報告の具体的な内容等については、参議院との協議による。 

 

（７）参議院による確認 

① 参議院は、ＳＰＣから３．（６）③に規定された報告を受けた場合には、当該改修・修繕が、業務要求水

準書及び実施設計図書等に規定された仕様及び性能を満たしていることの確認（以下「確認」という。）を

行う。 

② ＳＰＣは、確認に自ら立会うとともに、選定企業をして、確認に立会わせ、現場説明及び資料提供等に

より確認に協力させる。 

③ 参議院は、②の場合において、長期修繕計画に基づく更新等業務における改修・修繕及び監理業務の実

施に疑義があると認められるときは、その理由をＳＰＣに通知して、施設等を最小限度破壊して検査する

ことができる。この場合、検査又は復旧に直接要する費用は、ＳＰＣの負担とする。 

④ ＳＰＣは、検査によって設計、改修・修繕及び監理業務の完了を確認した後、直ちに当該目的物の引
渡しを行う。 

⑤ 確認の結果、業務内容が要求水準若しくは実施設計図書等に従って実施されていない又は業務要求水準

書若しくは実施設計図書等に規定された仕様を満たさないと参議院が合理的に判断した場合には、参議院

は、ＳＰＣに対して、合理的な期間を定めてその是正を請求することができる。ＳＰＣは、当該請求を受け

た場合には、自己の責任で、速やかにその是正を行い、是正した場合には、是正の報告を参議院に対して行

い、再度確認を受ける。 

⑥ ＳＰＣは、確認又は復旧に直接要する費用及び是正に要する費用を自ら負担する。 

 

４．監理業務 

① ＳＰＣは、建築基準法第５条の４第２項に規定された工事監理者を定め、改修・修繕に着手する前に、

工事監理者及び主任技術者を決定し、参議院に通知し確認を受ける。なお、当該工事監理者及び各主任技

術者については、当該改修・修繕が完了するまでの間（各工区、各作業分野、各作業種目を分離して作業

分担する場合には、当該部分に限る。）、病気、死亡、退職等の特別なやむを得ない場合を除き、原則とし

て変更を認めない。 

② ＳＰＣは、本実施要領及び業務要求水準書並びに事業提案書に従い、長期修繕計画に基づく更新等業務

における監理業務を実施する。 

③ ＳＰＣは、改修・修繕ごとに監理業務を行い、監理記録及び記録写真を参議院に提出する。 

④ ＳＰＣは、参議院からの要求があった場合には、参議院に対して長期修繕計画に基づく更新等業務にお

ける改修・修繕に関する事前説明及び事後報告を行う。 

 

５．瑕疵に対するＳＰＣの責任 

① 参議院は、目的物に瑕疵があるときは、ＳＰＣに対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、

又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、

かつ、その修補に過分の費用を要するときは、参議院は、修補を請求しない。 
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② ①の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、３．（７）④による目的物の引渡しを受けた日から

２年以内（設備等の改修・修繕の場合は１年以内）に行う。ただし、その瑕疵がＳＰＣの故意又は重大な

過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は10年とする。③ 参議院は、目的物の引

渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、①の規定にかかわらず、その旨を直ちにＳＰＣに通知しなけ

れば、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、ＳＰＣがその瑕疵があること

を知っていたときは、この限りではない。 

④ 参議院は、目的物が①の瑕疵により滅失又はき損したときは、②に定める期間内で、かつ、その滅失又

はき損の日から６月以内に①の請求を行う。 

⑤ ①の規定は、目的物の瑕疵が支給材料の性質又は参議院若しくは業績監視職員の指図により生じたもの

であるときは適用しない。ただし、ＳＰＣがその材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通

知しなかったときは、この限りでない。 

⑥ ＳＰＣは、長期修繕計画に基づく更新等業務を実施する維持管理企業をして、参議院に対し、①の規定

による瑕疵の修補及び損害の賠償をなすことについて、連帯保証させるべく、別紙ｃの様式による保証書

を差し入れさせる。 
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別紙ａ 設計業務提出書類 

  

①  打合せ記録 

②  設計に係る資料 

③  基本検討書 

④  実施設計書 

⑤  設計・施工工程表 

⑥  設計説明書 

⑦  申請及び手続き書類 

  

以 上 
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別紙ｂ 改修・修繕提出書類 

  

①  打合せ記録 

②  実施工程表 

③  進捗状況報告書 

④  申請及び手続書類 

⑤  国有財産台帳付属図面の調製に係る資料 

⑥  竣工図 

⑦  完成写真 

⑧  完成図の修正 

⑨  施設の保全に係る資料 

  

以 上  
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別紙ｃ 瑕疵担保保証書（案） 

 

参議院 

 [   ] 殿 

 

保 証 書 (案) 

 

 [   ](以下｢保証人｣という。)は、参議院議員会館維持管理・運営事業（第二期）(以下｢本事業｣という。)

に関連して、ＳＰＣが参議院に対して負担する本保証書第1条の債務をＳＰＣと連帯して保証する(以下｢本保証｣

という。)。なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において特に定義されたものを除き、事業契約

又は業務要求水準書において定められるものと同様の意味を有する。 

 

(保証) 

第1条 保証人は、業務要求水準書 資料２－13－２ ５．に規定されるＳＰＣの参議院に対する債務(以下｢主

債務｣という。)を連帯して保証する。なお、保証人によるかかる保証の効力は、ＳＰＣが解散した場合

であってもなお存続する。 

 

(通知義務) 

第2条 参議院は、事業期間の変更、延長、事業の中止その他事業契約又は主債務の内容に変更が生じた場合

には、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、参議院による

通知の内容に従って、当然に変更される。 

 

(履行の請求) 

第3条 参議院は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、書面をもって請求する。 

2 保証人は、前項に規定する請求を受領した日から30日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を開始

しなければならない。参議院及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議の上、決

定する。 

3 保証人は、金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該請求を受領した日か

ら30日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。 

 

(求償権の行使) 

第4条 保証人は、事業契約に基づくＳＰＣの参議院に対する債務が全て履行されるまで、保証人が本保証に

基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使してはならない。 

 

(終了及び解約) 

第5条 保証人は、本保証を解約することができない。 

2 本保証は、ＳＰＣの主債務が終了又は消滅した場合には、当然に終了する。 

 

(管轄裁判所) 

第6条 本保証に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

 

(準拠法) 

第7条 本保証は、日本国の法令等に準拠し、これによって解釈される。 

 

 

 以上の証として本保証書を 2 部作成し、保証人はこれに署名し、1 部を参議院に差し入れ、1 部を自ら保有す

る。 
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令和  年  月  日 

 

(保証人) 所在地 

商号又は名称【長期修繕計画に基づく更新等業務を行う維持管理

企業】 

代表者名 印 

 

 


